
Ⅰ 市民経済計算とは 

市民経済計算は、市内の経済活動によって生み出された成果（付加価値）を推計し、生産・

分配・支出の 3 つの側面から計量的かつ体系的に捉えることにより、経済の規模、産業構造

等を明らかにするものである。 

1 付加価値及び市内総生産 

  付加価値は、下図 1 の例示のとおり、商品の売上高である産出額から、その商品を生産

する過程において要した原材料費等の中間投入を差し引いたものである。 

一方、市内総生産は、一定期間における市内の経済活動によって各生産主体で生み出さ

れた付加価値を合計したものであり、GDP（Gross Domestic Product）とも呼ばれている。 

 

図 1 付加価値及び市内総生産 

生産主体 産出額 中間投入 付加価値

小麦農家 20万円 - 0万円 = 20万円

20万円分の小麦を
生産・販売

原材料費等の中間投
入はないものと仮定

所得として分配
賃金　10万円
利潤　10万円

小麦粉製造業 50万円 - 20万円 = 30万円

50万円分の小麦粉を
生産・販売

小麦粉を生産する過
程において要した原
材料費（小麦）

所得として分配
賃金　20万円
利潤　10万円

小売業 100万円 - 50万円 = 50万円

100万円分のパンを
生産・販売

パンを生産する過程
において要した原材
料費（小麦粉）

所得として分配
賃金　30万円
利潤　20万円

合計 170万円 - 70万円 = 100万円

（市内総生産）

 

2 経済の循環と三面等価の原則 

  経済は、生産活動によって財貨・サービスを生産し、その生産に携わった労働者や企業

へ所得として分配され、その分配された所得により消費や投資といった支出をし、さらに

その支出は、次の生産活動に繋がるといった、生産→分配→支出の循環を繰り返している。 

  また、これらの生産・分配・支出の 3 つの側面から捉えたものは、原則、等価となる。

（三面等価の原則） 

 

 



図 2 経済の循環と三面等価の原則 
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分
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市内総所得（分配側） 

合計 100 万円 

賃金  60 万円 

利潤  40 万円 

小麦農家 

合計 20 万円 

賃金 10 万円 

利潤 10 万円 

小麦粉製造業 

合計 30 万円 

賃金 20 万円 

利潤 10 万円 

小売業 

合計 50 万円 

賃金 30 万円 

利潤 20 万円 

  

  

 

支
出 

市内総生産（支出側） 

100 万円 

 

消費者による最終消費支出（購入） 

100 万円 

 

 

 

三面等価の原則 

 

生産側でみる市内総生産 と 

 

分配側でみる市内総所得 と 

 

支出側でみる市内総生産 は 

 

いずれも等価となる。 

 

備考：図 2 の例示によると 

100 万円 



(1) 生産側からみた市内総生産 

市内総生産（生産側）は、次式により成り立っている。 

 

市内総生産
（生産側）

= 産出額 - 中間投入
 

(2) 分配側からみた市内総所得 

   市内総所得（分配側）は、次式により成り立っている。 

   なお、市内総所得は GDI（Gross Domestic Income）とも呼ばれている。 

 

市内総所得
（分配側）

=
市内

雇用者報酬
+

営業余剰
混合所得

+

固定資本減耗 +
生産・輸入品
に課される税

- 補助金

 (3) 支出側からみた市内総生産 

市内総生産（支出側）は、次式により成り立っている。 

 

市内総生産
（支出側）

=
民間・政府

最終消費支出
+ 総資本形成 +

財貨・サービス
の移出入（純）

 

3 経済活動の記録及び取引主体の分類 

  市民経済計算は、経済活動を「取引」と捉え、この取引を主体別に複式簿記の原理に基

づいて記録する体系となっている。 

  また、取引主体を分類するに際し、財貨・サービスの生産について分析する視点から分

類される「経済活動別分類」と、所得の受払や使用、資金調達や資産の運用について分析

する視点から分類される「制度部門別分類」という 2 つの分類を採用している。 

(1) 経済活動別分類 

   基本単位となる事業所を生産技術の同質性に着目して分類した産業について、市民経

済計算では経済活動と呼び、これらを分類したものを経済活動別分類という。 

(2) 制度部門別分類 

   所得使用の過程における同質性に着目したものであり、事業所を統括する企業等が基

本単位となる。その取引主体は、非金融法人企業、金融機関、一般政府、家計（個人企

業を含む）、対家計民間非営利団体の 5つに分類される。 


